
税
務
署
か
ら
の 
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正
し
い
申
告
を
し
ま
し
ょ
う

今
年
も
市
・
県
民
税
の
申
告
の
時

期
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。

申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、

事
前
に
申
告
案
内
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
日
程
表
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
で

き
る
だ
け
指
定
さ
れ
た
日
時
に
申
告

さ
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

案
内
が
届
か
な
い
方
で
も
申
告
の

必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
方
（
下
記

参
照
）
は
、
最
寄
り
の
会
場
で
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。

公
営
住
宅
、
児
童
手
当
、
保
育
所

な
ど
の
手
続
き
に
必
要
な
各
種
証
明

書
な
ど
の
発
行
は
、
収
入
の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
申
告
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
収
入
が
無
か
っ
た
方
や
遺

族
年
金
・
障
害
年
金
な
ど
（
非
課
税

所
得
の
み
）
を
受
給
し
て
い
る
方
で

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る

方
は
、
国
保
税
の
軽
減
措
置
が
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
該

当
す
る
方
は
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
市
・
県
民
税
の
申
告
を
さ
れ

た
方
は
、
国
保
税
の
簡
易
申
告
を
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

市
民
の
皆
さ
ん
が
健
康
で
潤
い
の

あ
る
豊
か
な
く
ら
し
を
送
る
た
め
の

大
切
な
税
で
す
の
で
、社
会
の
ル
ー
ル

と
し
て
正
し
い
申
告
を
し
ま
し
ょ
う
。

申
告
が
必
要
な
方

▼
平
成
１９
年
１
月
１
日
現
在
、
石
巻

市
に
住
所
が
あ
る
方
で
、
平
成
１８

年
中
に
収
入
が
あ
り
、
次
の
項
目

に
該
当
す
る
方
。

q
営
業
、
農
業
、
不
動
産
、
一
時
、

配
当
な
ど
の
所
得
が
あ
っ
た
方
。

w
給
与
所
得
者
で
、
会
社
で
年
末
調

整
を
さ
れ
て
い
な
い
方
や
２
カ
所

以
上
の
会
社
か
ら
給
与
を
受
け
た

方
。

e
平
成
１８
年
中
に
会
社
を
退
職
し
て

再
就
職
し
て
い
な
い
方
。

r
給
与
、
年
金
所
得
者
で
、
医
療
費

控
除
や
雑
損
控
除
な
ど
の
各
種
控

除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方
。

t
収
入
が
無
い
方
や
、
遺
族
年
金
な

ど
の
非
課
税
所
得
の
み
の
方
で
、

市
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
方
。

申
告
し
な
く
て
も
よ
い
方

▼
税
務
署
で
確
定
申
告
を
し
た
方
。

▼
勤
め
先
で
年
末
調
整
を
し
た
方
。

申
告
に
必
要
な
も
の

▼
事
業
所
得
者
は
、
売
上
げ
や
経
費

な
ど
が
わ
か
る
各
種
帳
簿
お
よ
び

領
収
書
。（
帳
簿
な
ど
を
あ
ら
か

じ
め
ま
と
め
て
く
る
と
ス
ム
ー
ズ

に
終
わ
り
ま
す
）

▼
給
与
所
得
者
お
よ
び
年
金
所
得
者

は
、
源
泉
徴
収
票
ま
た
は
給
与
支

払
明
細
書
。

▼
平
成
１８
年
中
に
支
払
っ
た
生
命
保

険
料
、
損
害
保
険
料
、
国
民
健
康

保
険
税
、
国
民
年
金
保
険
料
、
介

護
保
険
料
、
医
療
費
な
ど
の
支
払

証
明
書
や
領
収
書
。

▼
要
介
護
認
定
に
係
る
障
害
者
控
除

を
受
け
る
方
は
、
市
交
付
の
障
害

者
控
除
対
象
者
認
定
書
。

▼
印
か
ん
（
金
融
機
関
届
出
印
）

▼
還
付
金
振
込
用
口
座
番
号

問
　
市
民
税
課
（
内
線
２４０
・
２７８
）

◆
確
定
申
告
書
の
作
成
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
！

◆
申
告
書
は
自
分
で
書
い
て
お
早
め

に
！

平
成
１８
年
分
の
所
得
税
確
定
申
告
書

の
税
務
署
窓
口
で
の
受
け
付
け
は
、
2

月
１６
日
F
か
ら
3
月
１５
日
E
ま
で
で

す
。
還
付
申
告
は
１
月
か
ら
受
け
付
け

を
行
っ
て
い
ま
す
。

申
告
書
は
「
所
得
税
の
確
定
申
告
の

手
引
き
」
な
ど
を
参
考
に
ご
自
分
で
記

載
し
て
、
送
付
な
ど
に
よ
り
お
早
め
に

ご
提
出
く
だ
さ
い
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
ご
利
用
の
方
は
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
『
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
』
で
確
定
申
告
書

を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
便
利
で
す
。

確
定
申
告
書
の
記
載
の
仕
方
で
お
分

か
り
に
な
ら
な
い
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

お
気
軽
に
税
務
署
ま
た
は
電
話
相
談
セ

ン
タ
ー
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.nta.go.jp

申
告
書
な
ど
の
送
付
先

〒
９８６
‐
０
８
２
７

石
巻
市
千
石
町
２
番
３５
号

石
巻
税
務
署

問
　
石
巻
税
務
署
　
1
２２
‐
４
１
５
１

税
務
署
に
お
電
話
い
た
だ
け
れ
ば
、

音
声
案
内
に
よ
り
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー

に
お
つ
な
ぎ
し
ま
す
。

問

市
・
県
民
税

県
民
税
の
申
告
申
告 

2
月
13 
日
　
日
　
か
ら
か
ら
3
月
15 
日
　
日
　
ま
で
ま
で 

（火） 

（木） 

市
・
県
民
税

県
民
税
の
申
告
申
告 

2
月
13 
日
　
日
　
か
ら
か
ら
3
月
15 
日
　
日
　
ま
で
ま
で 

（火） 

（木） 

市
・
県
民
税
の
申
告 

2
月
13 
日
　
か
ら
3
月
15 
日
　
ま
で 

（火） 

（木） 

問

《 平成19年度の主な改正点 》 
税源移譲による比例税率化 
（所得割税率の改正） 

人的控除額の差に基づく 
負担増の軽減措置（調整控除） 

定率減税の廃止 

老年者に係る非課税措置の 
段階的廃止 

3段階の税率（5％・10％・13％）が一律10％になります。 

税源移譲により、扶養控除などの人的控除額の差分に係る住民税の負担増 
を調整するため、住民税所得割額から一定の額が控除されます。 

景気対策の一環として実施されてきた定率控除が廃止されます。 
＜市・県民税＞7.5％ → 0％・＜所得税＞10％ → 0％（平成19年分から） 

65歳以上に係る非課税措置（125万円以下）が段階的に廃止されます。 
（平成19年度 市・県民税 2／3課税、平成20年度 市・県民税 全額課税） 
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所得税 ４段階の税率を、 6段階に細分化 

※一定の社会保険料が控除されているものとして試算しています。 

　ほとんどの方は、１月分から所得税が減り、そのぶん６月分から住民税が増えることになります。税源の
移し替えですので、「 所得税 ＋ 住民税 」のみなさまの負担は基本的には変わりません。（ただし、この他に
定率減税廃止などの影響があることをご留意ください） 

どう変わるの？ 

●所得税率 （平成19年1月分から適用） 
課税所得金額 平成１８年分以前 平成１９年分以降 

  195 万円以下分 
  195 万円超 　330万円以下分 
  330 万円超 　695万円以下分 
  695 万円超 　900万円以下分 
  900 万円超 1,800万円以下分 
1,800 万円超分 

200 万円以下分 
200 万円超　700 万円以下分 
700 万円超分 

5 ％ 
10 ％ 
20 ％ 
23 ％ 
33 ％ 
40 ％ 

10 ％ 

20 ％ 

30 ％ 
37 ％ 

住民税 ３段階の税率から、 一律 10％に  
●住民税率（速算表） （平成19年6月分から適用） 

平成１８年度分以前 平成１９年度分以降 
市民税 県民税 

●単身者の場合 （単位：円） （単位：円） 

●夫婦＋子供２人の場合（子ども１人は特定扶養親族） 

給与収入 
300 万円 
500 万円 
700 万円 

300 万円 
500 万円 
700 万円 

所得税 
124,000 
258,000 
474,000 

0 
119,000 
263,000 

住民税 
64,500 
163,000 
307,000 

9,000 
76,000 
196,000 

合 計 
188,500 
421,000 
781,000 

9,000 
195,000 
459,000 

所得税 
62,000 
160,500 
376,500 

0 
59,500 
165,500 

住民税 
126,500 
260,500 
404,500 

9,000 
135,500 
293,500 

合 計 
188,500 
421,000 
781,000 

9,000 
195,000 
459,000 

増減 
0 円 
0 円 
0 円 

0 円 
0 円 
0 円 

3％ 
8％ 
10％ 

2％ 

3％ 

市民税 県民税 

6％ 4％ 

わたしの税額は？（定率減税廃止分などは含まれません） 

平成19年から税源移譲によって 

所得税・住民税が大きく変わります 
※住民税とは、市民税と県民税を合わせたものです。 

　「地方のことは地方で」という方針のもと、地方分権を積極的に進めていく「三位一体改革」の柱として
『税源移譲』が行われます。この『税源移譲』では、所得税（国税）と住民税（地方税）の税率を変えることで、
国の税収が減り、地方の税収が増えることになります。およそ3兆円の税源が、国から地方へ移譲されます。 

何が変わるの？ 

所得税から住民税への税源移譲 

給与収入 所得税 住民税 合 計 所得税 住民税 合 計 増減 

課税所得金額 


